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関係法令 

＜子ども・若者育成支援推進法＞ 

（第十五条） 

国および地方公共団体の機関、公益社団法人および公益財団法人、特定非

営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利

活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、

保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連す

る分野の事務に従事するもの（以下「関係機関等」という。）は、修学およ

び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上

の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円

滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する次に掲げる支援（以下こ

の章において単に「支援」という。）を行うよう努めるものとする。 

一 社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の

施設、子ども・若者の住居その他の適切な場所において、必要な相談、

助言又は指導を行うこと。 

二 医療および療養を受けることを助けること。 

三 生活環境を改善すること。 

四 修学又は就業を助けること。 

五 前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習

得を助けること。 

六 前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるよう

にするための援助を行うこと。 

２ 関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するた

め、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むこ

とに関係する者に対し、相談および助言その他の援助を行うよう努めるもの

とする。 
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＜児童福祉法＞ 

（第十条） 

市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならな

い。 

一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並び

に必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他

につき、必要な支援を行うこと。 

２ 市町村長は、前項第 3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必

要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければ

ならない。 

３ 市町村長は、第 1項第 3号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心

理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、

児童相談所の判定を求めなければならない。 

４ 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に

努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

５ 国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な

支援を行うように努めなければならない。（第二十一条の十の五） 

 

 

（第二十一条の十の五） 

病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又

は教育に関する機関及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福

祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に

関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したとき

は、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならな

い。 

２ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。 
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保護児童対策地域協議会（地域協議会、要対協、などと略される）は、要保護

児童等のへの適切な支援を図ることを目的に地方公共団体が設置・運営する組

織である。平成 16年度の児童福祉法改正に際して、同法第 25条の 2に規定さ

れた。 

（第二十五条の二） 

 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童（第三十一条第四項に

規定する延長者および第三十三条第十九項に規定する保護延長者を含む。次

項および第六項において同じ。）の適切な保護又は要支援児童若しくは特定

妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体および児童の福祉に関

連する職務に従事する者その他の関係者（以下「関係機関等」という。）に

より構成される要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置

くように努めなければならない。 

② 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童およびその保護者又は特定妊

婦（以下この項および第五項において「支援対象児童等」という。）に関す

る情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への

適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等

に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

③～⑨ 略 

 

＜社会福祉法＞ 

（第百六条の六） 

 市町村は、支援関係機関、第百六条の四第五項の規定による委託を受けた

者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係

者（第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。）により構成さ

れる会議（以下この条において「支援会議」という。）を組織することがで

きる。 

２ 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な

情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活

を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。 

３ 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があ

ると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民

及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を

求めることができる。 

４ 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協

力するよう努めるものとする。 
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５ 支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七

条の三第一項に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に

規定する支援会議が組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民

に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努

めるものとする。 

６ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がない

のに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

７ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項

は、支援会議が定める。 

 


